
- 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在外教育施設派遣教員に係る 

 

 

給与・福利厚生事務 

 

 

質疑応答集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ２ 年 ３ 月 

 

 

 

 

 

埼玉県教育委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 

                                目   次 

 

 

〔給  与〕 

 １ 派遣期間中の給与 ……………………………………………………………… ２ 

 ２ 給料・諸手当の支給方法 ……………………………………………………… ３ 

 ３ 諸手当の支給要件 ……………………………………………………………… ４ 

 ４ 在外教育施設派遣教員の年末調整 …………………………………………… ５ 

 

〔福利厚生〕 

 ５ 共済組合員証の扱い ……………………………………………………………  ７ 

 ６ 共済組合員証の検認事務 ……………………………………………………… ８ 

 ７ 被扶養者の認定・取消 ………………………………………………………… ９ 

 ８ 共済組合・互助会の短期給付 …………………………………………………  10 

 ９ 短期給付の請求 ………………………………………………………………… 11 

 10 医療費に対する給付金の請求 ………………………………………………… 12 

 11 財形貯蓄の手続 ………………………………………………………………… 13 

 

〔そ の 他〕 

 12 公務（通勤）災害の扱い ……………………………………………………… 15 

  ＜参考＞在勤手当について ………………………………………………………… 16 

 

 

お問い合わせ先 
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 １ 派遣期間中の給与 

 

 

 

 〔問〕派遣期間中は、どのような給与が支給されるのですか。 

 

   

〔答〕派遣期間中には、次の給与が支給されます。 

     ・ 給料 

     ・ 教職調整額 

       ・ 管理職手当（校長、副校長、教頭に限ります。） 

         ・ 扶養手当 

         ・ 住居手当（職員が居住し得る状態が引き続いている場合に限ります。 

            なお、住宅を他人に賃貸している場合は支給されません。） 

         ・ 義務教育等教員特別手当 

         ・ 期末手当 

         ・ 勤勉手当 

          

             

 

 

  （参考）支給されない給与等 

     給料の調整額、地域手当、通勤手当、へき地手当、特殊勤務手当、児童手当 
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 ２ 給料・諸手当の支給方法 

 

 

 

 〔問〕派遣期間中の給料・諸手当の支給はどのように行われますか。 

 

  

 〔答〕次の二通りの方法があります。派遣前にいずれかの方法を選択して、必要な手続を 

   行ってください。 

   １ 口座振替で支給する方法 

        職員からの申出により、県から当該職員名義の普通預金口座へ給与を支払う方法 

    ２ 使者に支払う方法 

        職員の収入により生計を維持する親族等で職員が指定する者を当該職員の「使者」 

      として、資金前渡担当者からその者に直接現金で給与を支払う方法 

 

     ※ 口座振替を利用する場合の注意事項 

      (1) 振込口座は本人名義に限ります。 

      (2)  普通口座に限ります（当座預金・貯蓄預金は不可）。 

   (3) 派遣期間中は原則として口座の解約・名義変更を行わないでください。 

   (4) 「申出書」の記入内容に誤りがないことを確認してください。（特に、金融機関 

     コード・口座番号等については、通帳の写しと照合確認をしてください。） 
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 ３ 諸手当の支給要件 

 

 

 

 〔問〕派遣期間中の諸手当支給要件について、特に注意すべき点はありますか。 

 

  

  〔答〕 

  ・ 管理職手当 … 在籍校で校長、副校長、教頭として在職し、派遣される場合は支 

              給されます。在籍校での職名等を確認の上、支給の可否を判断しま 

           す。 

    ・ 扶 養 手 当       … 扶養親族が日本国内に残る場合は、仕送りの状況等により、派遣 

              中の職員が当該扶養親族の主たる扶養者であることが確認できれば、 

           支給されます。 

            派遣期間中に子の出生、扶養親族の死亡等があった場合は、直ち 

           に在籍校の事務担当者に連絡してください。 

    ・ 住 居 手 当       … 派遣期間中は一時的に住宅を離れているとみなし、当該住宅につ 

           いて、職員が居住し得る状態が引き続く場合に限り、住居手当が支 

           給されます。当該住宅を他人に賃貸している等、職員が居住し得る 

           状態であると認められない場合は、支給されません。 

 

 

   （参考） 

    ・  児 童 手 当      … 児童手当は「受給者が日本国内に住所を有するとき」に支給され 

           るものです。在外教育施設派遣教員は、この要件に該当しませんの 

           で、支給されません。 

                ただし、児童が国内にいる場合は、父母指定者を指定することが 

           できます。 
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  ４ 在外教育施設派遣教員の年末調整 

 

 

 

 〔問〕派遣期間中に年末調整は必要ですか。必要であれば、どのように行えば 

       よいのですか。 

 

 

  〔答〕地方公務員は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものと 

    みなされ、所得税法の適用を受けるので、年末調整が必要になります。 

     年末調整は１年間の所得税を確定するために欠くことのできない事務ですが、こ 

    れは職員本人の申告に基づいて行うものですから、職員本人からの正しい情報がな 

     ければできません。 

         在外教育施設派遣教員といえども、年末調整に関しても他の職員と何ら異なると 

       ころはありません。通信事情や時差などもあって、在籍校との連絡・書類の送付等 

       は容易ではありませんが、諸控除の申告や申告内容の確認など在籍校と十分連絡を 

       とり、事務処理に遺漏のないようにしてください。 

         具体的には、申告内容に応じて次のような書類が考えられます。 

     １ 「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」 

      派遣先に郵送等されたものに記入の上、返送します。 

     ２ 「給与所得者の保険料控除申告書」 

         国税庁のホームページからダウンロードして記載し、１「扶養控除等（異動）申 

    告書」と一緒に郵送します。 

    ３ 「給与所得者の配偶者控除等申告書」 

     国税庁のホームページからダウンロードして記載し、１「扶養控除等（異動）申 

    告書」と一緒に郵送します。 

    ４ 翌年分の「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」 

         派遣先に郵送等されたものに記入の上、返送します。 

     ５ 「給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書」 

         原則として控除が受けられません。ただし、一定の条件を満たす場合には、控除 

       が受けられることがあるので、条件を満たすかどうかについては、税務署及び在籍 

       校に御確認ください。 
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    ６ 証明書等の添付書類 

       保険料控除の申告に必要な証明書等の取扱いは次のとおりです。 

     (1) 本人が持っているものは申告書と一緒に郵送します。 

     (2) 所属に送付されたものは、在籍校がコピーを郵送等して本人が申告書に記 

     入します。 

           証明書の原本は在籍校で一時保管しておき、職員が郵送等する申告書に添 

     付するようにします。 

 

      年末調整の報告期限までに間に合わない場合には、年末再調整の報告期限までに 

     報告します。 

      年末調整確認簿兼支払簿は派遣先には郵送されません。年末調整結果は職員本人 

     が年末調整明細書で事後確認すれば足りるので、年末調整支払簿兼確認簿への職員 

     の押印は省略できます。  
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 ５ 共済組合員証の扱い 

 

 

 

 〔問〕派遣期間中の共済組合員証の扱いはどうなるのですか。 

 

 

  〔答〕組合員証を国外で使用することはできません。 

    派遣期間中は各自（本人、家族等）で大切に保管してください。 

    なお、国外の医療機関で受診した場合の給付金の請求については「１０ 医療費に対 

   する給付金の請求」を参照してください。 

  ※ 被扶養者が国内に居住する場合は、被扶養者証を使用して通院等をすることになり 

      ます。 

    ※ 被扶養者も同行して出国する場合は、被扶養者に関して共済組合への申告が必要と 

      なります。手続の内容につきましては、福利課より個別に御案内します。 

  ※ 出国時及び帰国時の本人の住所変更については、共済組合への報告は不要です。 

    ただし、帰国後の住所が出国前の住所と異なる場合は、帰国後に○共第１号様式等 

        にて住所変更の手続をしてください。 
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 ６ 共済組合員証の検認事務 

 

 

 

 〔問〕派遣期間中の共済組合員証の検認事務はどうなるのですか。 

 

  

   〔答〕組合員情報及び被扶養者の収入を確認する検認事務は、毎年実施しています。 

   １ 被扶養者が日本に残るとき … 該当する被扶養者について手続期間中に書類をそ 

                                     ろえ、派遣前の日本の所属所を経由して提出してく 

                                     ださい。 

   ２ 上記１以外の場合     … 同行する被扶養者について、出国時等の手続が漏

れていた場合は、所属所を経由して個別に福利課

より書類提出を求めることがあります。 

それ以外は、帰国後に行われる直近の検認にお

いて確認をします。 
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 ７ 被扶養者の認定・取消 

 

 

 

 〔問〕派遣期間中に被扶養者の認定、取消しの事由が発生した場合はどうすればよいの 

   ですか。 

 

  

 〔答〕被扶養者の認定、取消しの事由が発生した場合は、速やかに派遣前の日本の所属所 

      を経由して所定の手続を行うことになります。組合員証等は国外では使用できません 

      が、被扶養者の医療費は問１０のとおり支給されることがありますので、必ず手続を 

   とってください。   

手続の詳細につきましては、福利課資格管理担当から個別に配付する事務連絡や最

新版の「福利のしおり」を参照してください。 
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 ８ 共済組合・互助会の短期給付 

 

 

 

 〔問〕派遣期間中、共済組合・互助会の短期給付の支給要件に制限はありますか。 

 

  

 〔答〕特段の制限はありません。現在と同様の給付が受けられます。 

      ・受けられる短期給付の例 

      療養費、家族療養費、家族出産費、災害見舞金等 
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 ９ 短期給付の請求 

 

 

 

 〔問〕派遣期間中、短期給付の請求はどのように行うのですか。 

 

  

 〔答〕短期給付については、通常のとおり派遣前の日本の所属所経由で請求することとし 

   ています。短期給付の請求については、給付事由が生じた日（療養費・家族療養費は 

   医療機関に受診した日の翌日）から２年間となります。 

   それ以降は時効により請求できなくなりますので、御注意ください。 
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 10 医療費に対する給付金の請求 

 

 

 

 

 〔問〕派遣先での医療費に対する療養費等の請求はどのように行うのですか。 

 

 

 

  〔答〕派遣教員及び被扶養者が海外で医療を受けた場合、組合員証等は使用できず、全額 

    お支払いいただきます。療養費等の請求は、組合員の請求に基づき、療養費及び家族 

       療養費が給付されます。以下の書類をそろえ、派遣前の日本の所属所を経由して福利 

       課短期給付担当へ提出してください。 

     ・提出書類（療養者ごと、診療月ごと、医療機関ごと、入院/外来別） 

   １ ○共療養費・家族療養費請求書 

   ２ 診療内容明細書（様式Ａ･･･医科（歯科以外）、様式Ｃ･･･歯科がありますので、診 

    療内容にあったものを現地の医師に記入してもらい提出してください。） 

   ３ 領収明細書（様式Ｂ･･･医科・歯科共通、現地の医師に記入してもらってください。） 

   ４ 領収書原本（様式はありませんので、医療機関でもらってください。） 

   ５ 海外に渡航した事実を証する書類の写し（航空券、パスポートなどの写し） 

    ６ 同意書（共済組合が海外の医療機関等に対して受診内容等を照会することについて、 

    同意していただくものです。） 

     ※ １～３及び６の様式は、コピーをしたものを使用して構いません。 

       公立学校共済組合埼玉支部のホームページからもダウンロードできます。 

    １はこちらから（https://www.kouritu.or.jp/saitama/about/yousiki/index.html） 

    ２,３,６はこちらから 

             （https://www.kouritu.or.jp/saitama/tetsuduki/chiryo/shikyu/index.html） 

     ※ ２及び３は邦訳ページがありますので邦訳を記入してください。領収書は、「領収 

    書」と明記の上、内容を邦訳してください。この場合、本人が邦訳しても結構です。 

     給付事由が生じた日（医療機関に受診した日）の翌日から２年以内に手続きを行わ 

       ないときは、時効により請求できなくなりますので御注意ください。  

         なお、療養費及び家族療養費の給付額は、国内の算定方法に準じて計算するため、 

       実際には医療機関等の窓口で支払った額に比べ、給付額がかなり低くなる場合があり 

       ます。
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 11 財形貯蓄の手続 

 

 

 

 〔問〕財形貯蓄加入者が在外教育施設派遣となりましたが、どのような手続が必要とな 

   りますか。   

 

 

  〔答〕加入されている財形貯蓄の種類によって、次のとおり手続きを行ってください。                                      

     【海外勤務となる場合】 

      ○ 一般財形貯蓄 引き続き、国内で支給される給料・諸手当の範囲内で積み立てを 

            継続できます。この場合の税率は、所得税１５．３１５％を課税さ 

                       れるだけで住民税（地方税）は課税されません。 

                     契約している金融機関に｢埼玉県財産形成貯蓄指定・変更届（様 

                       式２号）｣を提出し、住所変更の手続きをしてください。 

                    また、租税条約締結国へ出国する場合には｢租税条約に関する届 

                       出書｣を提出することで税率が軽減される場合がありますので、取 

                       扱金融機関へ御確認ください。 

 

       ○ 財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄   

                    出国中、非課税での積立を継続することはできません。出国中は、 

            最大 7 年間、非課税措置を受けたまま積立を中断することができます。 

                       出国月の前々月の末日までに、｢海外転勤者の財産形成非課税住宅（年金）  

                       貯蓄継続適用申告書（様式１０号）｣を契約している金融機関に提出してく  

                       ださい。 

                    なお、すでに契約している財形住宅（年金）貯蓄が課税扱いとな 

                       っている場合は、国内で支給される給料・諸手当からの積立てが可 

                       能です。詳しくは取扱金融機関へ御確認ください。 

 

     【海外勤務から帰国した場合】 

       ○ 一般財形貯蓄 帰国後、｢埼玉県財産形成貯蓄指定・変更届(様式２号)｣を提出し、 

                       住所変更の手続きをしてください 
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       ○ 財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄   

                    非課税扱いを受けていた海外転勤者が７年以内に帰国し、国内勤 

                       務となった月の翌月の末日までに、｢海外転勤者の国内勤務申告書 

                      （様式１０号）〔財形年金の場合は、海外転勤者の特別国内勤務申 

                       告書〕｣を契約している取扱金融機関に提出することで、再び非課 

                       税での積立てを再開することができます。 

     ※ 各種申告書用紙は契約している金融機関等からお取り寄せください。 
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  12 公務（通勤）災害の扱い 

 

 

 

  〔問〕派遣期間中、公務（通勤）災害の扱いはどうなるのですか。 

 

 

   〔答〕派遣期間中も派遣前と同様に、公務中や通勤途上の災害によって起きた負傷等に係 

       る治療費等については、補償が行われます。 

         公務（通勤）災害認定請求の手続きについては、日本の在籍校を通じて教職員課へ 

       お問い合わせください。 
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 ＜参考＞ 在勤手当について 

 

 

   派遣期間中は、文部科学省から「在勤手当」が支給されます。 

    在勤手当は、派遣教員が、在外教育施設において勤務するのに必要な衣食住等の経費 

  に充当するためのものとして、当該派遣教員の派遣期間中、毎月支給されます。 

    在勤手当の種類は、在勤基本手当、住居手当等となっています。 

 

   １ 在勤基本手当 

       派遣教員が在外教育施設において勤務するのに必要な衣食等の経費に充当するため 

     に支給されるものです。 

 

  ２ 住居手当 

       派遣教員が在外教育施設において勤務するのに必要な住宅費に充当するために支給 

     されるものです。 

 

   ３ 配偶者手当 

       配偶者を伴う派遣教員に支給されるものです。 

 

   ４  子女教育手当 

    派遣教員の子女が、派遣教員の在勤地において教育を受けるのに必要な経費に充当 

   するために支給されるものです。 

 

  ※ 詳細につきましては、文部科学省にお問い合わせください。 


